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の
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在
す
る
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看
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會
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懒
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；
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會
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與

ギ
 

る
所
の
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組
織
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の
壓
迫
は
公
認
’

せ
ら
れ
お
る
國
家
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強
制
よ
ろ
タ
更
に
嚴
か
に
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力
な
る
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。
ま
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に
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家
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保

障
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制
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く
ん
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、
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規
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於
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會
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め
壓
迫
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す
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と

き

法

规
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物
ぢ
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ず
可-
し
，。
何
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な
れ
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强
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單
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に
画
家
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外
の
保
障
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る

所

，の

紫

セ

る

に

過
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れ
ぱ
な
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底

ふ

有

ず
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上

宗

敎*y
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働
す
る
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に
於
て
法
の
强
制が
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力
な
る
こ
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に
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し
か
ら

4
K
、

徒
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あ
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な
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法
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都
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服
制
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き
、
；义
黎
ゅ
性
質
上
强. 

制
す
石
を
得
ヤU

る
ダ
の
あ
ん.
と
は
殊
に.
公
法
學
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張
ず
る
所
な
り
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郎
ち
私
法
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g

圓
に
於
け
る
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释

'
l
i

赛

汰

部ま
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國

膨

ま

策

全

部
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に
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腐
/ 

す
。
驚
溯
の
德
準
に
依
て
制
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す
る
法
律
家
及
ぴ
法
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學
者
は
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.

に
以
上
の
法
規
を
以
て
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く
法
雄
の
性
質
を 

缺

の

み

な

せ
6

,

0

是
に
於
て
乎
、
斯
か
；
法
規
が
實

バ

資
■

用
；
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l
Z

ま

養

溶

：み

■

翁
：

に
於
け
る
法
と
し
て‘主
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こ
と
を
得
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し
。
然
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其
の
適
W

せ
ら
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に
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に
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摩
の
得
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法
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織
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滴
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法
か
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无
灰
數
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る
保
障
は
，
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:

切
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の
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法
律
上
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强
制
規
定
ょ
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を

風

々

鶴
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t

有
か
な
る
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グ
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あ
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國
法
の
保
障
は
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に
國
家
及
び
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園
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網
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^
、
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國

^
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重
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な
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際
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通

關
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；
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明
闘
相
互
の
共
同
利
害
關
係 

に
依
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從
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规
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。
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觀
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力
强
制
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障
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見
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み
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法
規
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規

定
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障
せ
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れ
お
る
規
定
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さ
て
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の
結
果
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依
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刷
ま
と
法
と
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關
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览
す
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に
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先
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に
解
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す
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節
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.
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。
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ザ
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法
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何
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規
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の

意
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力
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法

規
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存
在
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付
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か
る
法
規
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ら
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存
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と
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述
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；
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梵
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總
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範
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翁
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。
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に
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不

法

俊

唐
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個
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述
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し
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憶
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潛
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し
て
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を
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則
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し
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依
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參
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く
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己
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お
る
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滿
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蒸
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人
の
離
る
可
か
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る
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。
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め
特
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も
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あ
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ダ
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又
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膨
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ら
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；
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^

^

^
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激
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.
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:
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當
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範
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.
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ら
ギ
、
其
の
存
ず 

事
實め

： !
；

1

を

翦

し

て

ら4
4
^

め
て 

;ン
1̂
:
}̂

レ

i
i

を
.

^

を
：理

解

す

ど

得

ペ
.

き

な

れ

，？
.
，
事

實
 

'
-

B

 

W

に
適
用
ー
^

^

お
ポ
可
绝
>

§
理
上
の
盟
を
存
す
る 

ダ〈

な
る
が
故
に
法
制
の
全
箱
®
に
S

り
現
實
の
社
會 

狀
態
は
正

當

の

前

提

を

生

す

。
，從

V
.

此
の
狀
態
，
 

-
,

ど
變
更
：せ
ん
ボ
す.
5

<

^ダ
ゅ
®

:

 

^

層
優
度
な
る
法̂
^

提
供
，
 

せ
！^

る
可
か
ら
さ
る
な6

。
ほ
有
の
保
護
：ダ
亦
第
：：，

j

に 

:

瑰
在
存
す

>
Q

所
の
占
潜
：關

係

す
る
？
の
：な6
 

0
 

:「

ザ
ダ
ィ
ニ
：.1」

：セ

來

學
者
が
個
々
の
問
题
に
拘
泥 

す
る
'

こ
と
な
く
、
法
規
の
全
體i

の
關
係
ょ
ろ
此
の
問 

題
を
解
説
し
お
ろ
し
な
ら
ん
に
は
、之
れ
に
關
す
る
偷 

傘
す
ポ
媒
易
.

に

其

：の
：落

着

を

見

：

^

ろ

し

ら
i

。
盡

レ 

不

溜

の

占

有

ィ

係

讓

中

は

僻

®

保
護
せ
ら
る〜

；の
み
な
か
；
 

ら
す
、
無
效
の
®
则
タ
亦
之
を
無
效
と
す
る
制
決
の
下 

，る
ま
：
■

保

資

ぁ

疆

じ

，
得！

^

,

き遣言；

八
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■

雑
.

錄
-

書
に
依
'

^
て

し

た

る

？

P

の7
^

裁5
：

常

が

取

.消

請

ま 

者
の
爲
め
に
制
从
を
下
す
ま
で
は
尙
ほ
保
誰
せ
ら
る
可 

.
，含
？

の

と

す

。

.識
會
の1

院

に

選

！

S

れ
せ
る
な
の
は
其 

の
當
選
の
無
效
と
せ
ら
る
A

ま

'
^
は

通

例

其

の

她

位

を 

維
持
ず
る
こ
と
を
得
。
又
選
擧
の
違
法
は
議
院
に
於
て 

爲
さ
れ
お
る
.表

決

，に

は

侧

等

の

ボ

靈

な

-き

ダ
s

i
し
ずo
:

‘ 

若

失

れ

只

，籍

史

S
1

人
の
子

供

の

姓

氏

を

戸

籍

德

に

.誤
 

力

て

記

入

货

る
"SJ

き
は
，截1
^宫

ょ

-
^
只

籍

簿

め

必

凝
 

な
る
修114

を
爲
す
可
き
注
意
を
受 ><,
る
ま
や
は
其
の 

し
せ
姓
！̂
を
！！̂
ず
所
の^

3

產
膨
明
書
を
缺
ぐ
r

i

i、
な 

る
な
-
^。

上
，は
ぶK

へ！

吿
は
擧
説
の
貴
 ̂

任
を
寫
ふ1

5
P

の
な
'

0

.

0

’

是
ル
卽3

現
狀
'

味
正
當
な<

>

A

 

の
播
定
を
受.
ぐ̂
^

ム.
般
の
原
，則
§

,

癒
用
せ
ら
れ
お
る
：一
;

. 

つ
の
場
命4̂

,

そ

に

過

ぎ

：ざ

る

な

6

0

ま
奪
奢
に
依
る
國 

#

0

.

行
使
は
新
し
き
；法
律
狀
態
を
成
す
ダ
，

©

.

,

な

も

何
；

. 

と

な

れ

ぱ

麗

奪

の

は

法

に

依6

て
之
を
胆
止
ず
る 

能
は
ざ
れ
ぱ
な-
^

。
國
際
法
上
今m

1

般
に
承
認
せ
ら‘ 

ふ
ぃ
.

旣
敝
舉
實
の
學
誰
ぷ-
5

#

^間
.

；1
#

思
想
に
胚
；
^

ホ
を
：ぃ
.

、——

ト

八
0
六

め

膚

機

の

事

！
；
^

よ

：の
#

&

者

は
一f

能
べ
P 

家
を
外
都
に
對
し‘
正
，當

に

代

ま

す

る

こ

と

を

得

。
，
宴

奪
 

-

せ
，ら

れ

お

る

正

當

の

主

權

者

は

其

の

主

機

者

の

地

位

ょ 

6

遠
け
ら
れ
お6

と
の
純
の
事
實
に
，族V

斯
の
桃
を 

臾
へ
る
な
6

。

一
八
六0

¥
英
國
が
以
ぶ
利
王
國
を
银 

'

認
ザ
る
や
、
英

國

の

は

直.
に
兩r

シ
、

リ

の
. 

使
節
と
の
公
の
变
通
を
：絕
も^
6

0

 

®

家
に
關
す
ふ
，學 

S

は
事
實
め'
規
範
的
意
義
を
根
本
的t
 I

I

識
す
る
こ
i

 

に
依
，

P

箸
し
き
進
步
を
見
お.6
0

國
家
と
社
會i

の
關 

■

.

に

付

て

社

會

學

說

の

.主

張

し

お

る

所

の

ダ

の

は

事

實 

.

の

親®

力

を

說

明

の

基

礎

と

レ

、

又

是

に

依

て

始

：§

て 

之

を

理

解

ず

る
.

こ
i

を

得

可

き

な
6

。

此

の

學

誰

に

從 

<

 

'は

國

家

の

：制

度

は

互

に

文

酣

權

を

爭

ふ

個

々

の

®

傲 

0

間
.

に
ま
け
るB

グ
的
の
妥
協y

外
な
ら
す
、
又
憲
法 

は
各
社
會
的
要
素
の
伸
張§

を

顯

示

す

る

.
^
の

に

外 

.

な
ら
ざ
る
ぷ6
0

 

.而
し
て
國
家
の
成
文
の
憲
法..
，

J

事
實 

上
め
•

憲
法
i

は
之
を
E

別
す
る
を
要
す
。
後
潜t

於
て 

ぱ

國

象

の

：贊

際

生

®

を
反
映
し
、
成
：文
上
の
報
定
を
離
‘

I

85

ホ
？

赞
を
事就

.；： L
|め

^
.
!
:

◎

默

係

ホ
 

A
V
.
C 

■
-
-
-
-
-
.
-
.

,

. 

‘

尙
ほ
此
の
學
説
に
依
れ
ぱ
.法
其
の
の
ダ
亦
互
に
反 

撥
ず
る
茶
糧
の
靴
害
の
間
に
於
け
る
妥
協
な
6

。
'

但
L

 

此
め
姿
協
：
^

利
害
め
强
弱.
に.
依
ゲ
、
叉
同
糖
に
利
叢
關 

ま

者

：の

社

會

的

勢

*

に
依
<

,

定
ま>

9

。
從V

是4

法y

 

の̂

に横
は
-
:
:
S、

法
制
の
上
に
反
映
する
.事
®
上 

.

0

權
九
M

係
其
.の

/
;
5
P

の
，

i
d

外
在
ら
す
。

•

此
の
學
説
は
複
雜
な
る
社
會
規
象
を
唯

1

の
原
因
f

e
 

歸
せ
し
め
ん
と
す
る
他
の
總
ぺ
 

< 
の
學
說
の
'如

全
 

體
の
.

法
带
及
ぴ
圓
家
制
度
の
本
質
を
誰
明
す
る
を
得
す
-
.

:

ぇ
雖
だ
、'猶
且
つ
公
法
の
重
要
な
る
都
分
は
其
の
發

I
f

 

及
仏
作
用
を
之
に
依
て
始
め
て
理
解
す
る
こ
と
を
得
可 

摩
冗
す
。.此
：の

學

事

實

土

ゆ■
係
其
の
《
の
に
規

：：

當
な
る
ダ
の
と
し
ズ
潘
認
せ

ら

可

き
確
信
を
生
す
.そ 

ダ

の

な

ろ

と

'の

觀

念

に
'
'

依

つ
て
前

足

せ

ら

る

可

き

な

の
^

信
■
.
缺

き

.

-

蜜

粒

の

制

度

は

雜

：
鈴
，

/ 

. 

\

t
部
の
機
力
作
用
に
旅H

傲
粮
せ
ら
る
ザ
ぎ
？̂ゆ
た
r

と 

雖
'ダ
、
這
：̂
画
よ
ろ
求
續
を
期
す
可
か
ら
す
、

に
之
を
破
る
か
、
左
な
く
ば
純
然
お
る
外
部
の
制
丧
其 

の
ゼ
のf

減
減
を
見
る
可
き
サ
ろ
。
然

1

變
め
般
磨 

が
，惯

暫

，よ

規

範

.
-

g

し

て

威®

せ

ら

る

、
と

き

は

、

外

都
 

ょ
-0

見V

如
何
に
無
法
を
る
：ダ
猶
且
⑦

當
な6
ぇ
認 

め
ら
^
9
,可
し
o

殊
に
奴
識
制
度
の
歷
史
に
付
ズ
晃
れ
ぱ 

明$

な
-

、̂
例
へ
：ぱ
中
世
紀
：の
猶
多
の
線
屬
關
係
は，

1 

般
に
、
從
つV

奴
謙
自
身
ダ
亦
®

に
之
を
.事
實
上
の
服 

從
と
し
ズ
.の

み

な

ら

卞

、
：
，
法

律

上

の

制

度

-
^
^
し

て

廉

認
 

:し
お
ネ
が
如
し
。

是

，に

俄

て

乎

吾

入

は

國

棚

の

法

に

®

す

み

地

位

、

及 

,

.

び

國

權

：に

對

ず

る

法

、

‘

郎
ち
國
法
の
存
在
の
：可
能
な
る 

'

所
以
を
明
か
に
す
る‘5

0

と
を
得
可
し0

大
多
數
の
場
仓 

に
於
ズ
は
新y

國

權

の

組

織

せ

ら

る

.
、
際

に

全

く

何

等 

法

律

土

の

闘

係

に

基

：か
、
ギ

U

る
t

 

i

あ
ろ
。
國
家
の
細
織
：
 

及
び
解
體
は
幾
多
の
形
或
に
於
て
现
け
る

〜

糊

力

依
 

ま

揚

め

慑

ダ

多

じ

，。
：
併

し

®

m

の
成
立
が
法
律
行
爲
一
、：

. 

八
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m

A
O
八

か -;

§

準
備
甘
，

豐

-
v
j

變

，國
1

立
8

實
：，

其
の
ガ
の
.

ほ
法
律
，ひ.
絡
§

外
に
存
ず
る
^
^
の
な
る
こ
と 

は
旣
に
述
べ
お
る
が
如
し
。

1
5
<邀

命
及
び
#
常
手
段
等 

の
撒
カ
行
爲
に
依
て
國
家
の®

織

に

极

本

的

の

！
！®

を 

ダ
ポ
同
じ
P

:::國
家
最
高
機
駒
の
事
實
上
め 

棚
カ
關
係
の
務
動
に
依
つ
て®

法
の
條
义
、に
は
一
言
半
：
 

句
の
變
更
を
見
ざ
る
場<
=

に
ホ
猶
且̂
^

國

家

制

廣

の

：上 

に
新
關
係
を
生
る
こ
と
あ-
^

.

0

,

,英
國
に
於V

國
會
政
：
 

治
を
行
ふ
こ
と
を
規
定
しt
e

る
法
津
ニ
ダ
存.す

る

•と 

な
.

じ
。-
國
王
の
將
棚
は
*
利
條
例
以
來
法
律
に
依
て
霉 

要

な

る

變
K

を
蒙

6

お
る

こ
と

な

し

と

雖

ダ
、
眉

情
に 

惯
れf

o

る
外
.

來
の
-.
、ノ 

ノ 
J
グ
ナ
，
r

」

玉
家
の
騎
黯
と
膨 

'

食
ゆ
事
實*

H

の
權
力
*

'

^

ゆ
漸
次
王
"

"

^

下

院

ぇ

の

間
' 

に
於. 

け
る
今
日
の
關
係
を
成
立
せ
，
し

め

お
6

。

.

.

:

ぐ’
貴

れ

純

然
1

S

4

の
5

が
.

法
律
上
：
S

力 

i

な
る
.

は
常
に
此
の.
事
®

は
規
範
的
な
々
、
义
規
雜
お 

ら

ざ

か

ら
.

す
と
の
聯
念
に
由-
る
.

ぉ
の
な
：
'

^

ゾ.
‘從
..て 

此
の
經
過
は
全
く
内
的^
^

し
ズ
1

$

1

人

の

頭

、腦

の

^

部

に
，■« 梦- ■—«1 一 - 一*!

於V

行
は
る
、
ダ
の
な-C

.
O

 

,

法
※

亦
一
切
の
社
會
規
象 

の
如
く
吾
人
の
中
に
存
じ
、
吾
人
の
以
外
に
你
せ
ざ
る 

?

の
な
-

^

と
の
H

當
.

な
，る

認

識

を

有

す

る

游

は

何

人

ダ 

敢
てn

N

を
怪
し
ま
ざ
る
可
し
。
さ
れ
ぱ
爾
後
甚
し
く
無 

法
な
：
6

ぇ
思
は>

0

 :>

或
る
社
會
に
於
け
る
機
力
の
分
布 

闘
係
、
：
治
者
の
被
治
者
に
對
す
る
®
抑
タ
开
が
單
に
權 

力
に
依
つ
て
命
せ
ら
る〜

が
爲
めL

レ
あ
ら
卞
し
て
、
服
；
 

從
者
ぐ
.

亦
之
を
嚴
認
ず
る
こ
i

u

依
つ
て
法
の
性
賞
を 

取
得
す
る
ダ
の
な
ろ
。
さ
れ
ば
古
代
族
及
乃
至
肖
の
. 

.

專
制
政
治
.

ダ

其

の

灘

，治

者

に

，

し

て

は

猶

法

の

性

質

を 

有
も
ゼ
ふ
な.
レ
。
：
然
6

而
し
て
後
世
の
法
律
觀
念
に
依 

:
v
'
,

此
の
種
：の
國
家
組
織
を
思
量
ぜ
ん
こ
と
は
齋
に
非
歷 

史

的

な

，る
：の

み

な

ら

タ

、

又

非

法

律

的

の

思

想

と

i
K

は 

ざ
る
すS

ら
ざ
る
な
6

0

 

法
の
觀
念
を
全
か
ら
し
む
ぶ
爲
め
に
は
规
：

@

と
し
て 

.

の
事
#

0

確

信

の

外

に

：
權

カ

關

係

に

於

て

.顯

瑰

せ

ら

る 

る
法
の
保
障
を
附
加
せ
ざ
る
可

&

ら
卞
。
此
の
保
障t
t
 

殊
に
機
力g
係
の
中
に
蒋
花
す
。
機
力
闘
係
に
移
働
な

J
M
y
n
n
H
M
M
y

M
^
n
n
n

4 

r 

/パ
ら

，
‘ 

I

97

.&

.

眼
：か
>

之
/

^

適
應̂
^

>

^

,法
規
.

^

自
沪
ら̂

^

す

1
5
>し

0
 

次
に
國
家
の
組
織
の
！中
に
存
ず
る
保
障
を
舉
ヶ
も
こ
.

と
，
 

を
、得
。
各a

の
機
®

の
間
に
於
け
ふ
機
力
の
分.-g
i

 

一
 

/

 

機
關
：に
於
：
^

:

ホ
權
カ
ゆ
集§
^〈

獨
立
ね
官
襄
識
獨#

の
：：： 

，官

吏

、

-
-

ホ
，
i

權
一
ん
-

服

方

分

權

：、

‘
M

s

的
官
治
行
政i
-: 

J 

廣
®

な
る
自
撒
行
敬、 -

强

大

な

る

常

備

軍

と

微

力

な

.る 

國 1
:

軍

、
，
最

高

宫

M

の
貴
任
制
と
無
貴
任
制X

司

法

構

：，
 

の
撥
張
と
細
少
等
凡‘
ベ
て
强
れ
國
家
組
織
の
琪
狀1

:

. 

を
保
障
し
、
.從
て
法
规
と
し
て
の
性
質
を
有
ず
る
作
用 

を
な
ず
な
の
と
す
。
個
々
の
强
制
權
の
外
に
國
家
の
蔣 

制
權
あ
-

^

<

公
法
の
.

總
ぺV

f

e

あ̂
^

ざ
る
《
猶
其
の
大
：
、：
 

部
分
を
保
障
す
る
こ
と
を
得
べ
し
‘
0
 

.總
ぺ
て2

^

等
の
保
‘ 

障
は
如
何
に
强
力
な6
i

洛
、
，
m

よ
6

絕
對
の
性
質
を 

有
す
'

る
な
の
に
あ
ら
す
、
盖
し
人
事

y

於
け
る
此
の®

の
V

®

は
槪
し
て
全
き
を
期
ず
可
か
ら
ざ
ぱ
な
6

0

 

法
れ
變
更
す
る
歷
史
上
の
勢
力
に
對
し
て
は
旣
に
述
べ 

t

e

る
が
加
く
、
法
其
の
；
^

の

ぢ

亦

無

力

な

'
^
。

併

し

乍 

ら
是
れ
總
ベ
て
の
法
に
於
て
然
る
ダ
の
に
し
で
只
國
法

の

み

の

事

，に

あ

ら

，ざ

を

’

な
-0

。

鼓
‘

に
述
べ
來
ら
お
，るms

i
l
t
t

公
法
の
f

に
關
す
る 

各
種
の
#

1

以
ぢ
複
雜
ポ
る
瑰
象
め
：

i
t

面
的
：觀
察
な 

.

6

と
し
お
6

、
开
ぱ
郎
ち
法
は
結
局
常
に
長
胎
日
を
通 

b

.

て
行
は
れ
お
る
事
實
鯽
係
の-露
識
に
由
來
ず
と
の
：正 

統
學
說
の
骨
髓
を
な
す
？
の
.

な
す
。：
さ
れ
と
國
家
を
只 

犧
力
：關
係-

V

し

v̂
、：

叉
顧
肉
强
食
のf

と
し
て
觀
察 

.

す

る

學

說

亦

公

法

の1:
.

要
素
を
-認
識
す
る
乂
の
な 

/

9

0

:

南
說
は
權
力-V；

法M
J

を
絡
對
に
相
れ
き
る
？
の 

と
しV

觀
察
す
るg

に
於
て
誤
ま
れ
ろ
。1

S

®

 

の
觀
念
に
依V

伴
ほ
れ
：ざ
る
權
力
は
不
法
と
し
て
認
め 

ら
る
可
き
而l

i
p

 

:

 

■

國
家
の
權
カ
關
係
を
法
律
關
係
に
變
卞
る
手
續
は
各 

具
體
的
の
場
合
に'
於
て
種
み
に
分
別
せ.
ら
る
。

：

S

M

の 

8

0

«

n

.

公
共
的
精
神
の
働
敏
な
る

〜

否
. 

と
、

衆
を
同
化
す
る
主®

者

の

能

力

、

及

び

各

®

の 

歷
史
的
♦
頂
を
決
走
す
る
幾
多
，の
歷
A

上
の
§

の
如 

個
に
依
ム
政
治
上
の
を
し
て
法
と
し

y

の
齋
識

■&

八
0
九



11

難

m

を

得

せ

し

む

K
H
.
.
'

で

に.
.

蹄

間

の

長

.紐

を

生

す

可

を

な 

6

。
さ
れ
ぱ
阔
民
生‘
活
の
ホ
に
は
同
蹄
代
の
，
.

^

に
衣
ろ
、 

又
‘

後
业
の
人
ょ
，り
無
法
の
統
治
及
ぴ
糊
暴
の
專
制
i

認 

あ
ら
る
可
き
骑
代
を
ホ
す
可
し
。
然
ダ
.此
の
般
餓
お
る 

や

反

殺

せ

ら

る

〜

？

®

未

だ

適

法

の

確

信

を

生

せ

さ

る 

ダ
の
に
對
し
て
潜
奪
及
び
不’資
i

®

 

ら

る

、
事

情

を
. 

-

服
去
る
ホ
得
ぱ
法
律.
^

の
：意

義

を

有

し

得

る

ま

i

r

 

.

,
:

 

，「

び」

、
併

し

乍

ら

鼓

に

は

法

の

成

立

及

ぴ

發

達

に

於 

妙

る

ニ

の
f

f

i

:

#

;な
る
幾
索
を
確
®
し
攻
究
せ
ん
と
サ 

す
。
未
だ
规
能
と
も
て
轉
め
ら
ル

f
j

る
狀
態
i

或
る
目 

的

を

額

準

と

し

て

現

在

の

法

律

，
的

關

係

を

批

制

す

’み
こ 

モ

、•ぱ
を
區
別
す
る
め.
要
あ
，
6

?

社
會
上
.

の
■

係
の
‘
. 

變
動
i

共
に
现
に
行
は
る
、
法

規

の

價

値

自

か

ら 

變
動
を
生
す
可
き
ダS

と
す
。
社
會
上
に
は
絕
ぇ
卞
變 

動
變
潜
，の
行
は
る〜

，ぶ7： P

の
な
る
が
法
規；
^

亦
之
に 

b

,

て
變
移
ず
可
き
ダ
の
な6

。
，
叢

し

此

の

變

動

は

現

在 

の
法
を
變
K

し
、
湖
正
ず
る
努
力
を
隨
伴
す
れ
ぱ
な
6

。 

此
の
努
力
の
高
度i： .

l

達
す
-

Q

i

き
は
必
す
法
’

の
生
.質

-

,

八一

 

0

 

.

に
關
ず
る
半
ぱ
明
確
に
し
て
、
叉
半
ぱ
騰

g

な
.る
學
説 

を
生
す
。
殊
に
现
に>
行
は
る
、
法
に
對
し
で
}

有
毅 

な
•

る
の
'
®
由
を
以

V

他
め
法
規
對
立
せ
し
ひ
る
に
至 

る、-

郎

も

新

ま

S

を

得

んi

す

る

.請

求

を

實

現

ず

る 

所
の
法
を
發
生
せ
し
む
る.な
を
-

近
世
の
：革
命
が
龜
ベ 

て
&

然
法
の
力
を
藉
タ
て
起6

た
る
は
偶
然
にA

ら
さ 

:

.

る

な

，り
。

自

然

法

の

根

本

思

想

は

骑

^
^
め

推

移

と

共

に 

，
變

更
せ

ら

れ#

る
，社

會

又

は

個

々

の

社

會

階

級

に

，去

の

. 

作
ま
に
關
す
る
權
力
を
鯽
與
せ
ん
と
す
る
要
一
求
P

全
部 

y

外

な

ら

ぎな
'
-
C
V
。

.

.
#

じ

自

然

法

は

單

に

權

力

に

基

き

た

る

ダ

の

に

あ

ら 

ホ
、
否
#
0

適
用
お
開
ま
一
る
直
接
の
確
信
は
主と
し
て 

事
實
上
'

の
®

行

に

依6

、

的
勢
力
を
有
す
る
？
の
，
 

の

贈

默S

嚴

認

に

：依
A

、
制
定
法
ふ
な
るS

P

の
な
6

と 

の
：實

際

的

の

觀

念

；に

甚

^

.

の
と
ず
。
旣
に
述
ぺ
お
る 

が
.ま
：
ま

ま

ホ

る

ポ

の

：は
事
賞
な
る
が
此
の
場
に
；
 

は
主
客
を
®

倒

し

て

，法

の

觀

翁

が

事

i
i
C

を

生

ホ

る

乙

と 

>
!

な

るた
--
C
S
。
：
. 

，

\ 
j 

V

ノ■
*.

,

ê
b
s
k
k
s
^

r
r,
n.
i

，
ル
ー

近
®

の

法

制

史

に

依

て

之

を

詳

說

す

る

は

充

分

健

‘敬 

を
®

ふ
可
き
事
紫
な6
i

.

灘A
j

ミ
、
鼓
に
はM

ま
の
法 

雄
‘

上
の
觀
忿
に
，關
す
る
近
世
此
上
の
特
に
顯
箸
な
る
ニ
. 

三
の
例
を
®

ぐ
‘

る
に
止
め
んi

す
。
ン 

古

代
獨
逸
帝
厕
憲
法,
，

i

依
れ
ば
®

 

土
は
闘
家
に
あ
ら 

旗
土
高
權
は
®
部
の
關
係
に
放
て
は
恐
ら
ぐ
相
關 

せ

ざ

る

公

法

上

及

び

脱

法

上

の

：要

紫

の

，®
<
ロ
せ
る
機
利 

に
、外
な
ら
タ
り
し
な6

。
其
の
後
に
及
ぴ
航
土
は
卽
ち 

國
家
ぼ

の
獨
S

公
法
事
者
の
説
明
を
見
る

i
s
l

至
れ 

シ
。
而
し
て
其
の
之
を
識
明
す
る
や

「

普
通
刷
法
及
ぴ 

國

際

法

、
.
卽

ち

自

然

法

の

與

，s
の
原
則」

に
據
6

お
6

。 

此
の
自
然
法
的
觀
念S

制
定
.

法
の
發
生
を
促
し
、，
瓶
土 

画
法
の
形
成
にM

接
の
影
#

を
與
.

へ
，お
6

0

‘
是
に
山
て 

第
一
に
傾
主
の
桃
力W
國
桃
f

c

し

，て
個
人
の
私
權
に
依 

6

て
避
く
可
か
らf

O

る
制
服
を
蒙
る
ぶ
國
權
の
發
達
に
‘ 

抵
抗
す
る
何
れ
の
權
利
よ
有
力
な

<
>
i
j

す
る
確
言 

を
生
す
る
に
至
れ-
^

。
此
の
f

f

i

止
を
以
て
赠i

ポ
と
す
る 

自
然
法
.

の
學
就
は
须
土
を
國
家
に
變K

す
る
上
に
滸
て

1

^

樂
家
：る
影
響.
モ
與
：ネ

：
後
に
至
6

 V

立
憲
國
の 

#

賈
ょ
务
#

圃

家

；に

直

接

適

用

せ

^

x

v

る̂
-

普
癒
憲
法」

と 

,

な
6

暗
默
の
*問
に
此
の
普
通
憲
法
の
各
糊
の
原
則
ぱ
多 

數

Q

國
家
に
於
て
採f
f

l

せ
ら
る〜

に
至
ル
6

0

 

- 

.

，ニ
此
の
自
然
法
の
制
定
法
弗

(

斯
く
の
如
き
譜
を
使
用. 

し得
； }

ん
ぱ： )

ぺ
の
；手

續

：％

最

ダ

顯

著

に

行

は

る

、
は 

革

命

の

海

な
6

,

:

。
就
，ホ
#
蘭
西f
c

於
け
る
革
命
運
動
の
，
 

當
初
、‘
吾

入

の

當

に

記

億

：す1

七
八
九
年
六
月
ニ 

，
す
3

0
に
：於
ザ
.る
臨
畫
織
の
當
得
於
て
其
の
然
る 

，
を

：
見

ゼ

ろ

。

第

S

階

級

，ゆ

主

命

に

眼

せ

チ

、

自

か

ら

憲 

法
制
定
桃
を.
有

す

る

議

會

なC
V

と
宣
言
し
、
然：̂

p

 

之
，？
^

-

癒
法
の
主
張
な6
i

思
惟
じ
お
6

。

.此
の
大
革
命
を
指
導
し
お
る
人
々
は
舊
王
國
ダ
亦
實
^

.

.

瞭

國

民

主

桃

の

：原

則

の

上

に

§

、
，
國

亦

社

會

公
 

共

の

意&

を

行

ふ

-宜

ま

に

.

外
な
ら
卞
i

.

Q

 

®

信
を
育
レ 

f

o

併
し
タ
ら
此
の
確
信
は
游
三
階
級
の
革
命
的
な
. 

る
、
然
义
何
等
®
大
の
支
障
に
遭
週
せ
ざ
な
し
行
爲
に 

依
て
法
め
效
力
を
有
す
る
に
至
れ
6

。

I

あ
九
一
年
九
：

八 I 

1

, 

.

.

.

.

.



III

t
i
n
s

/

雑

、.
幹

.

用
三
日
のI

S

 !,'

次
侧
國
憲
法
は
全
然
提
主
權
在
の
服 

刑
に
训
<

^

、
國
王
は
全
く「

が
ツ
ゾ
ー」

だ
其
の
社
會
樊 

私
説
に
於
て
與
べ
お
か
地
位
を
有

>
9

に
丘
ま
6

お
6

:

0
 

1

八
®
八
年
の
獨
逸
邀
命
運
動
の
際
ダ

「

ス
ラ
ン
グ
. 

プ
ふ
一
一
ト
於
け
ぁ
憲
ま
會
か
當
的
は

®

族
：： 

,

0
0
^
,
る
憲
法
制
定
機
を
代
，表.じ

、
：，
各

聯

邦

，政

府

'降
 

F

フ-
1

ス
ン
ダ
ブ.
ル
ト」

識
會
の
香
任
の
範
撒
を
®
越
す
可 

か
ら
ざ
み
こi

を
明
か
t

し
お
6

。
從
て
憲
法
の
成
立
ぶ 

.に
各
政
府
の
同
意
を
要
す
る
や
否
や
の
間
題
は
臂 

で
解
決
せ
ら’
れ

.
f
t
;

ヶ
し
所
也
。
國
良
議
會
は
其
の
立
法
：
 

的
決
.

離
か
.

其
ウ
命
令
にS

き
：て公

'布
せ
\
1
;
\る

，>
^

こ
と
に
'

:

依

ま

ま

接

各

體

政

麻

t
： :

に
：獨

逸

を

1

す
み
：
 

ダ

の

な6
と

の

確

信

，
^

』

有
し
4

^

6

。

i

民
購
會
，
&

乃
-

V
 

獨
逸
手
形
法
を
發
し
お
-
^
。
此
の
手
形
法
ほ
二
三
の
聯 

邦
に
於
て
は
帝
國
法i

レ
ズ
採
用
せ
ら
れ
、
他
め
聯
邦- 

に
於
て 
は
#

 

の
f

 

の 
W

法
と
し
‘

採
用
せ
ら
れ
、
 

又 

帝̂

^

^

府

嫩

1
:

ま
四
；

ザ
.！

ま
：！：：：

八

白

、；

^

風

％
.

、 

の
-

議
決
し
お
る
獨
逸
國
民
基
本
法
を
公
布
し
f

e

.

ム
？.
.
.職
.

.

'
.

ペ

ン

'
.
,
?
e
:

、

，
；

「

.

V

 

ル
2

:

.

:

'
 

:

一
跟
ゆ
；

t

瓶
に
：
#

V
.
B

軍
f

c

敝
府
0

公
布
u

f

 

V

帝
K

 

法
と
し
て
の
效
力
を
有
し
、
他
の
聯
邦
に
於
て
は
國
法 

と
し
て
採
用
せ
ら
れ
、
普
漏®

、
澳4

^

利
、
巴
威
倫
及
，
 

かi

ハ
ノ 

！
'

グ
ダ
I

.」

に
於V

は
全
/
、公
布
せ
ら
れ
き 

き
。
.

此
の
獨
逸
應
邦
政
府
の
態
度
の

I

 

せ
を
る
は
國 

;

民

識

會

取

自

然

法

：の

學

說

U

歸
甘
し
め
，お
る
主*

の
觀
. 

:
:

念
.

に
關
ず
る
見
解
の
相
違
を
表
明
す
る

7
5
P

の
な
6

0

後
：

,

^
4

至
ら「

プ
ー
ス
ン《

プ
、ル
.

ト

基

本

法

の

法

⑩

i

し

.て
の 

:

確

認

じ

お
6

0

,

此

の

法

律

と

し

て

-
の

拘

谋

力

.

,

は<
 

圓
.

と

聯

邦

權

會

の

採

用

せ

，る

見

解

.に

依

れ

ぱ

全

く

缺 

-

如
し
た
る
所
の
を
，の
お
ク
。
然
其
の
聯
邦
識
倉
g

身 

:
:.

ダ

猶

且

つ

『

將

に

银

る

可

き

：事

獨

」

が

適

法

な
6

と

の

確 

信

y

依V

直

接

法

と

し

て

の

.

効
力
を
有
す
る
に
至

6

得 

'
‘
る

M

と
の
膨
念
と
排
斥
し
得
！
^

'

^

し

こ

と

を

偶

々

以

..て 

.

S

期
す
.

る

、

の!
^

か

せ
.

/

.

旣
存
の
撒
利
と
し
て
の
&
の
觀
念
现
在
に
ダ
存
す

'る
次
書
を 

一i?：
す
れ
ば
.

明
れ
•

な
-

^

0

、
生
存
に
對
す
る
權

を
-
&い；；.

判
、.
努
働
r

.

#

す
ス
權
都
、
'

.

勞

，
働

に

'
對

す

る

充

分

な

る
 

i

を
受
ぐ
る
の
柳
利
等
は
凡
ぺ
ズ

々
m

の
紙
會
主
義

:

的
&

然

想

腐

ず

各

零

要r
-
c
>
o

 

:

而
；じ
セ
社
愈
主
義
举

§

‘ぢ
十
八
世
紀
の
倘
蘭
西
急
進
派
が
社
會
奨
約
就
に 

依
て
其
の
主
張
をi

せ
ん
幾
し
お
る
，が
如
く
. r

經
濟 

⑩
®

本
法」

に
依
て
其
の
主
膨
，の
適
法
な
る
所
以
を
抑 

明
せ
ん
と
す
る
な
の
なs
^

o
 

:-

 

,
 

，
又
將
ま
に
於
て
？
疑
ダ
な
く
、
旣
律
の
機
利
と
し
て 

の
法
の觀

<̂
l

は
法
を
形
成
す
る
上t

於
け
る
有
力
な
る 

I
:

要

素

お

し
0
 

'

1

^

0

!然
岛
：の.
存
在
を
.

否
定
せ
ん
-0

す
：
 

\る
科
學
的
批
制
は
自
然
法
が
多
機
に
し
て
變
化
す
る
を 

以
て
癒
用
せ
ら
る
、
こ
と
な
く
、
從
つ
て
法
の
性
賞
を 

缺
如
す
る
ダ
の
な
ろ
と
し
て
®
然
法
其
の

7̂
.

の
，を

否

認

： 

せ

ん

と

す
。

.

併

し

有

の

學

詠

は

自

然

法

の

.規

象

を

誰

明 

せ
#

S、

.

吾
人
F

法
.

の

本

質

各

究

し

始

お

る

*
の
最 

潮
の
聯
上
、
-

^

人
爲
の
规
楚
に
依
ら-1^

、

寧
る
人
爲
の
规 

に
働
しV

 

一
 

.
2̂

優
等
な
る
鋭
範
を
示
ず
所
の0

然
法 

の
：存
在
を
肅
め
お
る
號
史
的

1
5^
?
^

は
近
悅
の
法
律
的
批 

.

雑

.

錄' 

.

.

.

,
0 

ほ
之
を
B

解
す
る
能
は
ざ
る
な
、
6

0「

ゾ
グ
ヲ

!1て
-;ネ
，|
1

 

.「

ア' 
U

/
 ス
ト
テ
/

レ
ス
.

白
.

組
織

；： -
:̂

ネ
ぅ
ス-
ト

ァ

倫

理

及

び

法

律

哲

學

の

墓： 

:

¥

爲
.

.

^

、
：
，

『

年

女

，
ロ
：

J

及
；か
羅
馬
の
法#

家
の
®
然
法 

摩
®

産
み
、斯

-
-

て
自
银
法
は*

紀
を
通
b

 

<
0 

ん
f

c

行

ほ

る

、

に

至
り
し
タ
の
な
る
が
今
日
尙
ほ
多
數 

一
の
ダ
の
が
ホ
る
、

S

如
<

、
.

近

世

；
に

於

て

「

プ

，

ゴI
 

グ
ロ
：
J

チ
‘

ユ
一
ー

ス

」

'

及
か
其
の
他
の
者
於
創
唱
し
た
る
：
 

.

ダ
の
.

に
は
あ
ら
す
、
只
奮
来.
の
：

S

學
的
臭
味
を
脱
し
、 

舊
說
め
新
せ
な
み
影
響
の
下
に
一
層
明
瞭
、
又
}
確
な 

る
學I

i

を
建
て
お
る
な
6

。
而
し
て
是
れ
遂
に
雜
命
說
，
 

を
產
む
に
至
れ6

。
，
#

し
.

^

ら
今
日
，％
尙
ほ
之
を
杏
認 

す
る
.

，法
學
者
.

の
觀
き
よ
"

^

全
く
眺
離
す
る
こ
と

.

な
く
、 

寧
ろ
银
學
は
鹿
ら*2

E

然
法
を̂

と
し
、
又1

\

一
よ
'
^
演 

縛
ず
る
t

と
に
努，

5
3
,

 

t

は「

ベ
ル
グ
ボ
I

ム」

が
詳
細
に 

且
つ
敎
黃
的-
に
救
說
し
た
る
斤
な
ろ。
- 

r

斯
か
る
重
大
な
る
歷
史
的
の
现
は
自
然
法
を
反
麟 

し
1

、.
！^

之
を
否
定
し
て
は
理
解
す
る
を
得
ざ
る
な
9

。

八m



、そ

雑

19;

‘灌
の
法
學
が
制
定
法
と
相
湖
資
其
の
上
に
存
在
す 

，可
’

含
法
を
主
張
ず
るj

切
め
思
®
を
徘
斤
せ
ん
と
す
る 

は
恰
义
宗
敎
に
眞
偽
を
分
つ
こ
と
が
宗
敎
上
の
現
象
，
^

,

 

歷
谈
的
に
了
解
ず
る
能.は
ら
し
む
る
が
.

如

き

の
.

な
.
. 

A

X

O

近
世
の
法
學
に
缺
加
し
、
叉
單
に’ま
の
®
定
を
偷 

述

す

る

|
^
^
と

に

依

ズ

明

か

に

せ

ら

れ

き

る

'

ダ
の
は
法
を 

熱
力
に
：關
ず
る
深
刻
な
る
研
嫩
是
な

-
C
N。

卽

': 

，.ち

法

の

淵

源

と

し

て

憤

暫

A

法

規

と

を

擧

ヶ

る

；
^
以

.て 

滿
足
し
、
僮
れ
に
！
 

ニl:
:
j

ひ
槪
摘
的
注
意
を
與
、み
る
ま}

4

 

此
等
の
1

の
經
過
に
：：̂

て
は
多
ぐ
奪
を
敎
，
 

す
こ
i

な
き
な
6

。
根
本
的
の
大
.間
題
た
る，.n
不
法
は 

如
何
に
し
て
法
と
な
る
や

」

て
ふ
將
题1
1至

.，
i^

て
は
翻
. 

%

ま
,

*

?

法
#

@

學

者

に

，取
；！

^

し
、
其
の
問®

の
解
決
- 

は
或
は
之
を
無
視
し
、
 

.或
ホ
ま
を
め
視
せ
ん
と
す
。ま
， 

失
れ
法
と
旣f
c

法
に
あ
ら
.さ
る
ダ
の
及
ぴ
宋
だ
ま

y
;

あ， 

ら

•る
を
の
と
をf
f

i

確
に
區
別
せ
ん
と
欲
せ
ば
、先

づ, 

法
を
發
し
、從て法の前提とな可

.

き
勢
力
の
本 

赏
わ
報
本
的
に
.

了
懒
す
る
の
必
要
あ
る
な
ん
。

(

卞
恣

j

.
マ

，'
.
:
.
'
:
:
.
,
：

.
V 
,':.:  

‘： .<
111:-

ハ.
、
：
V 

.

r

ハ」

是
を
以
て
國
家
の
制
度
を
法
規
お
ら
し
ひ
る 

根
ホ
の
作
用
を
な
ず.
％
の
は1

!
g

の
V

5

理

的

：默
索
な 

i

-
0
.一
ぱ
事
實
上
め
慎
行
依
て
親

S

を
發
生
す
る 

部
ち
保
ザ
的
の
要
素
な
ろ0

第
二
は
制
定
法
の
上
に
存 

.

在

す

：を

法

，
の

觀

念

を

發

生

せ

じ

む

る

<

ロ
理
的
、
進
化
的
、

.

又
進
！
^

⑩
に

現

在

の

法

律

狀

態

を

變E

せ
ん
i

t

0
 

 ̂

V

,

，败
爭
に
摩
し
て
は
此
の

：

兩
種
の
要
素
代
表
す
る
ダ 

'

の
は
必
要
上
合
同
す
る
場
合
，

V

除
き
、
互
に
對
抗
し
て
，
 

瑰

ほ

タ

、
％

の

と

ず

。
旣

に

龍

明

せ

ら

れ

お

4

が

如

く

、 

國

法

の

-法

的

性

賞

に

付

て

の

確

信

の

基

礎

を

爲

す

こ

と 

に

於

て▲

法

的

要

索

の

中

の

第

二

の

W

次
素t
t

大

な

る 

意

義

を

有

す

の
S

A

y

o

 

©

ち

特

殊

の

卞

法

に

め

て 

第：： k

、..：

旣

存

の

國

家

制

度

^
^
反

對

ず 

,

石

淑

態

タ

一
:̂

常

な

ら

ル

む

み

が

.爲

め

に

共

同

の

作

用

を 

な
す
。
但
し
开
は
旣
存
の
制
度
の
錢
K

に

對

る

.自

然 

法

あ

：の

要

求
f

e

胚
胎
す
る
場
合
：お
る
可
し。
.
.

然
於
-

^

ダ
亦
現
行
の'
P

度
を
確
保
す
る
上
に
於
て
ぷ

■ 

. 

' ,
 

-
■
‘
，
-
, 

' 

■-'
 

- 

/ 

■:
 

'■ 

■ 

■

-
 

' 

■
•
 

' 

' 

, 

> 

- 
,-■
 

-
‘ 

-- 

- 

- 

■
,
 

• 

t 

' 

■

1

; 

' .
-■ 

•
• 

. 

- .- ■ 

- 

s
c

〈

な
6

。
叢
し
法
律
制
度
；
^

の
？
の
V
形
®
を
根
本
的 

に
變
K

ず
る
こ
i

な
く
む
ズ
、
然
す

1.

究
の
特
期
に
適 

當
とi

i

め
も

る

、n
n

的
を
實
現
す
る
こ
と
を
得
れ
ぱ
な 

.

/

ノ

人

爲

：の

制

度

が

，

能
.

く
連
綿
と
し'
て
歷
史
飽
繼
續e
 

.

银
特
し
得
る
ぱ
敏
當~
o

認
め̂
i

v

る
\

&

會
，ゆ
目
眺
に
應 

t

v

舊

來

の

：制

度

ど

.；
^

む

る

こ
と
の
可
能
な
る
•に
由
る
，
 

所
®

;

®

て
发
’

ぼ
ん
.

。
法
制
A

は
規
行
制
度
を
合
理
化
す
：
 

る
尔
斷
の
惜&

ど
伴
隨
し̂
=

^

6

。
寄
人
ほ
今
日
永
き
歷 

史
の
結
果
#

る
單
®
制
度
を
以
て
合
理
的
媚
姻
制
度
と 

I
I

む

.、

.
然

れ

と

を

其

の

發

理

的

な

る

所

以

は

家

政

と

關 

聯3
,

て
婦
人
の
社
#

上
に
於
け

るg

位
に
對
す
る
道
德
、
 

⑩
觀

變

代

に

基

ぎ

漸

次

に

此

の

法

#
的
制
度
を
完 

成
せ
し
‘め
お
る
.に
因
る
も
み
な
ク
。
#
人
が
或
る

制
度
. 

，に
付
き
既
往.
に
於
て
水
き
問U

得

お

る

經

驗

は

®

ち

將 

来
其
の
制
度
ど<
^

现
的
な
6

と
す
る
觀
ル̂̂
ャ
ヶJ
發
生
せ
し 

む
る
甚
礎
を
な‘
す
ダ
の
な6

。
斯
く
て
制
度sl

O
I

身
は
ほ 

維
の
思
想
に
從
へ
ぱ
制S

法
の
.

S

礎
を
離
れ
て
合
理
的 

斬
.
.
.
‘
.

.

.
.
.
.
.

.

,

.

錄
.
‘

-

.

.
、

'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

な
る
理
性
の®

後
促
し
お
る
社
會
的
制
度
お
る
の
：特
色

有
ず
森i

ま

：各
#

ざ
、ポ

を
'

:

斯
か
る
合
理
北
：

g

作
用
t

t

國
家
的
制
度
に
付
て
ダ
亦 

之
を
認
む
る
こi

を
得
可
し
。
⑩
心f
t

家
否
認
謝
を 

.

遣
す
る
少
數
の
者i

除
ぐ
な
ル
ぱ
、
國
家1:^
ぴ
其
の
制 

度
：：
^

口
人
に
取6

て
合
理
的
な◊

。.
開
關
以
來
人
！

I
I?

の 

蓮
命
は
害 

と
離
る
可
ル
ち#

I
t

る

關

係

：に

在

る

の

事

實 

は
画
家
の
事
業
を
以V

他
.

の
ダ
の
に
依
6

代
替
す
可
か 

ら

タ

の

な
6

と
す
る
の
確
信
，

V

生
せ
，し
め
、
.
货
て 

國
家
を
合
理
的
な6

と

し

、
：，

其

の

存

在

を

適

法

な

，
り 

と
認

る

ぢの
な&

0

歷

處

家

に

取
-

^

て

は

此

の

結

論

は

.，， 

自
明
の
事
に
し
て
、
敢
て
其
の
根
®

に
横
は
る
心
理
上 

の
要
索
を
理
解
せ
ん
と
せ

f
t；

る

な

、

遮
莫
、
法
を
成
立
せ
レ
む
る
第
二
の
保
守
的
要
素
は
一 

舉
獨
にV

は
法
の
不
斷
の
發
達
を
保
障
ず
る
上
に
寄
與 

す
る
所
大
な
力-

^

ふ
可&

ら
す
。
然
れ
ど
？
他
の
ニ 

方
t

於V

合
理
思
想®

み
吾
入
の
思
想
を
支
酣
し
、
保
- 

的
！^

的
の
要
素
と
全
然
俩
等
の
闘
係
；

^

有
：せ
ざ
る.

八m
、



t
t_
_ 

K
i
n 

L
M
L
V
S
I
H
K
V
^
n
l
K
m
(

雜

錄

i
|

に
於
て
は
法
の
發
達
の
繼
續t
t

箸
し
く
危
ぅ
せ
ら
る
可 

し
。
歷
A

的
要
索
を
全
路
否®

ず

K
J
®
<
n

に
於
て
は
一 

切
の
現
'

行
制
度
を
無S

す
る
主
觀
的
批
制
を
發
生せ
し 

む

。
.此

の

倾

向

の

極

端

ほ

顾

み

东

を

專

ら

片

而

的

の

合

理 

御

思

想

よ6

批

制

し

、
.
.
‘

從

て

之

否

諧

せ

ん

i

す

る

範 

，圍
に
於
て
無
政
府
主
義

i

な
る
、ダ
の
な
ろ
。
斯
く
て 

> 

,

1

方
に
於
ズr

i
i：

面

的

.の

歷

史

的

要

素

を

存

ず

る

と

共

に 

傲

ホ
に
M 
X
便

面

的

の

仓

理

的

，要

素

を

存

ず

る

を

、
國 

家
と
殘
忍
法
な
る
權
カt

す
X

の
觀
念
は
口
へ
狭
®

な 

■

る
E

減

と

矩

少

ル

る

雕

間

の

範

に

於

V

行
は
る
V

 

の
み
。’
從
ウ
.

て
人
良
：

S
.

全

體

，の
：意

識

に

於

て

國

家

は

單 

に
事
實
上
の
み
な
ら
す
、
I

法
律
上
.の
义
命
理
的
の
權
ヵ 

お
ら
。
是
れ.
に
由
.V

又

國

家

的

制

渡

自

身

.が

法

律

上

の 

網

度

セ

み

の

確

信

を

生

す

，、

.

又

同

糖'
に

法

な

-
^
と

の

主 

張
を
な
じ
得
る
ダ
の
は
法
其
の
？
の
>

f

f

l

源
な
6
1J
の 

確
信
お
生
す
。
是
ル
に.由V

公
法
の
法
お
る
性
質
は
否 

-

定
す
る
を
得
さ
る
程
明
白i

な
る
可
し
。

以
上
述
べ
お
る
所
ま-

レ
て
.

國

家

生

活

’の

賢

際

の

事

\ 

八1..4̂
,

實
と
画
家
の
法
規*V

の
"

間
に
區
別
の
存
す
る
，こi

を
知 

る
可
し
。
總
べV

.

法
は5

：

斷
の
规
雜
お.
り
。
從て

®:

斷 

せ
ら
.

る〜

事
實
關
係
i

は
一
，な
ら
す
。
此
の
事
ほ
殊
に 

1
1

個
の
方
面
に
敕
ズ
大
な..
る
意
義
を
有
す
。
其S

.
1
U

 

旣
に
叙
べ

「

お
る
所
な
6

。
國
家
的
生
括
に
於
：

V

事
實
上 

の
'

關
係
は4

\
1に

依
て
生
す
る
法
規
の
前
提
と
な'る
?
の 

な
6

。

さ

れ

ぱ

國

家

の

組

織

せ

ら

る

、
場
八
口
又
は
强
カ 

的
革
命
の
行
は
る
，、
に
際
し
て
國
家
の
制
度
、が
全
く
純 

然
セ
る̂
^

?

^

、上
の
機
力
と
しy

規
は
る〜

こ
i

あc
:
s
o

 

而
し
て
开
於
歷
史
的
と
な-
^

、
吾
人
の
思
想
に
於
て
<
ロ 

理

せ

ら

る
、
場
<

ロ
に
於
て
始
め
て
法
#
上
の
權
カ
お 

る
’

の
性
資̂
^

取
得
す
。
然4

と
ダ
、
法
は
決
し
て
國 

内
部
の
根
底
，に
於
け
.る
權
カ
上
の
爭
識
を
解
決
す
る
の 

能
力
な
'

き

ダ

の

な

-
^
。

何

と

な

れ

ぱ

公

法

の

制

度

を

以 

て
完
全
な
る
だ
の
と
觀
察
し
、
各
場
合
に
於
て
料
決
を 

求
め
得
る
1
^
5

:
>の
な
ろ
、
i

想
足
ず
る
が
如
き

W

私
法
よ
ろ

法

全

說
は
只
截
制
密
料
各
場
命
に
付
ズ
終
極
’0
決

桃

を

有

す

る

都

分

の

規

に

鯽

し

て

の

，み

認

む

し
。
裁
制
肯

.

の

義

狹

を

資

ふ

の

み

。

良

法

々

典

が

裁
！
：

宫

に

纖

し

て 

,

明
確
に
定.
0

.
る

、

a

如
き
规
定
W
公
法
上
.

の

ダ

重

大

な
：
. 

る
。爭
譲
に
付
て
は
全ff

不
能
の
事
な6
0

唯
國
家
と
®

 

人

と

の

間

の

餅

殺

、
；
水

至

：各

種

の

國

家

機

關

の

；間

に

於 

.

け

る*

服

爭

譲

に

於

\

^

は

截

狭

に

依

つ

て

決

定

す

..る
こ 

と

を

得^
9
1
^

、

國家
！！®

尚

の

機

關

の

權

限

が

憲

法

上

に 

定

め

ら

る-M

き
：
、
'
是

の

機

嫩

が

其

の

職

務

と

孰
 

行
ず
る
こ
i

を
拒
絶
す
る
ふ
き
、
若
く
は
其
の
他
の
理 

由
ょ
ろ
ム̂
;

を
執
行
せ
ざ
る
と
き
仏
截
決
に
依
て
.
#
を
決 

す
る
を
得
卞
：ぺ
從
ゥ
て
斯
か
る
場
命
に
は
恐
ら
く
、

「

最 

.

高
'

の
地
位
に
在
る
名
の
は
何
人
に
依
つ
て
；；̂
裁
制
せ
ら 

る
'
>

こ
と
な
し」

と
の
原
則
行
は
る
、
ダ
の
と
云
ふ
可 

し
。
又

識

官

存

す

，
'

る
撒
<

ロ
：に
於
てt

其
の
.直
接
關 

係

甘

る

機

：關

が

義

務

0

履
行
を
拒
絕
し
お
る
場
合
に
は. 

其
の
判
決
を
強
制
す
る
の
途
な
き
な
6

0

 

W

蘭
W

共
和
，
 

1
.
"
/

國
*

^

^

^

8

は

南

院

の

き

併

：せ
：
る
，國

思

議

會

に

於

て

絕

身

雜

錄

麥
數
を
以
て
選
舉
せ
ら
る>

の
.

規
定
な
る
、が
、

「

グ
レ 

グ
ィ
I

J

の

再

選

せ

ら

る

、
に

當

ク

て

は

王

桃

黨

は

憲

法 

ノ

に
違
反
す
る
方
法
を
以
て
其
の
選
擧
行
爲
を
妨
害
せ
ん 

' 

i

し

お

ろ

。

若

ま

れ

：議

長

i

共

にB

良

纖

食

の

多

數

が 

選

舉

を

行

は
f

 

t

i

を

決

し

、
.從

つ

て

大

綠

腐

の

選 

擧
を
拒
絕
じ
お
る
蹄
は
其
の
結
巢
如
何
？
.

國
良
識
會
t

t
 

法

律

上

新

な

る

憲

法

上

の

規

走

を

單

獨

制

定

す

る

か

.̂
得 

す
、
W

院
に
於
て
購
決
し
、
然
る
後
國
民
識
會
に
於
て 

~ 

f
e
l
s

員
の
，多
數
に
依
て
可
決
せ
ら
るV*
 k

J

 

i

を
要
す
れ 

ぱ
な
-C

V。
j

の
大
統
®

が
選
舉
せ
ら
る
、
ま
や
は
執
行 

.

機

を

行

便

ず

る

の

義

務

ぁ

.る

政

俯

が

大

統

旗

任

期

の

經 
:

.

過
若
く
は
死C

ず
る
少
し
く
前
に
貴
任
を
資
ふ
能
は
ざ 

一
る
の
故
を
以
て
僻
職
し
、
其
の
事
務
を
行
ふ
こ

i

を
拒 

一
絶
し
た
：る
と
き
は
、
如
何
に
し
て

r

無
欠
缺」

な
る
國
法 

I
.

れ
是
ょ
タ
發
生
す
る
間
題
を
解
決
ず
冗
き
ど
。
斯
か
る 

場
合
法
：

i
：

上
執
行
權
は
渠
し
て
何
人
に®

す
る
や
？
將 

お：又大
統
旗
を
選
可
き

#

法
上
の
要
求
は
如
何

U

 

し
，

V

賞
傲
す
る
を
獨

I
s
,

き
や
？

.

.

.
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雜
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90

;
：

ぃ
に
族
げ
务
：

r

例

ど

攀

？

^

んがチ
.

；
，
一

1

七

ニ ,
1

一
 

年 

:
:

プr

月

五

，

I

ペ
ー
チ
：ポ

」

帝

の

：
^

に
依
.

^

露
w

®

0

皇
；
 

位
は
現
皇
帝
に
於
て
其
の
繼
ポ
激
をす
る
の
规
定 

^

6

0

然̂
^

ぱ
s

も
露
厕
の
皇
帝
が
其
の
後
繼
者
を
®

 

め
#

し

V
,

死
G

し
お
る
蹄
は
如
何-
;

斯
る
事
例
，は
*
 々

，
称

ず

る

所

な

が

、

此

の

：場

<
n

無
次
缺
な
るH

法
t

從 

ひ
露
國
め
皇
帝
お
ろ
し
者
は
果
し
て
何
人
な
.0

し
や
？

.

.

:

法

規

を

說

；
^

法
i

w

ま

の

甚

本

關

係

を

課

解

す 

，る
ぷ
の
な6

ゾ
總
ぺ
て
の

.法
t

t

l

存
在
の
事
實
に
傲 

V

遮
く
巧
か
ら
る
制
限
を
蒙js

Q

ダ
の
な
ん〜

桃
て
國 

的
生
®

の
根f

1
2

於
：け
る
變
：
北
は
實
際
に
法
を
被
纖

：
 

す

る
て
と
を
得

ポ
の
な
ろ
。
然
ダ
法
には
危
機
に
際 

し
て
侧
{
本
生
泡
の
運
命
を
決
淀
す
可
き
力
な

き
な
，.：：，o

 

然
6

而
し
ズ
國
家
の
制
度
を
明
か
に
侵
害
し
化
る

揚
<
&

 

に
於
て
え
を
辯
®
す
る
に
國
家
參

 1
1

權
、
換
言
す
ル
ぱ
つ 

糊

力

は

法

に

勝

の

原

則

を

以て
せ
ん
と
す
0
' : 

卞 

ガP

者
？̂
は
嘯
治
賓li:

依
る
强
办
断
取
命
：：
^

法

の

標

準

：
 

ズ
旧
量
す
る
を
箱
タ0

然
ち，1 

ナ
ぱ
歷
史
は
刑
去
に
'

' 

ゾ
‘

/

,

,
 

, 

, 

:

:

八1

八

依
に
制
斷
せ
ら
れ
ざ
る
可
ね
ざ
る
な

6

。
お
然
法
の 

に
秘
せ
ざ
る
斯
の
如
き
事
域
は
法
規
を
以
て
悉
皆 

之
除
外
す
る
を
得
卞
、
否
充
分
發
逵
し
た
る
法
规
を 

蒋
す
る
域
<

ロ
に.
於

V

 

i
,

猶
且
憲
法
上
の
缺M

を
存
し 

其
の
各
場
合
に
於
て
法
规
の
欠
缺
は
事
’實
上
の
機
ヵ
關 

係
を
以
C

補
填
せ
ら
る〜

を
見
る
。
是
に
於V

乎
法
學 

,

者
は
其
の
.

處
決
に
或
ひ
、S

霞

法

を

藉
6

て
旣
成 

の
事
實
は
<

ロ
理
的̂
^

.

ら
と
ず
る
を
得
冗
き
の
み
。
然
ダ 

是

れ

其

の

激

し

ぐ

益

し

お

る

自

然

法

，だ

熟

心

以

て

嘻 

.

激

お

る

事

實£

 

<
c
n

理
性
を
認
む
る
に
過
ぎ
ざ
る

？
p̂

の 

な
'
i 

j

八
六
ニ
架
ょ-o

同
六
年
に
至
る
豫
算
な
き
普 

漏
®

:S

少
な
く
と
ダ
或
る
程
度
ま
'
^
適
法
な
る
こ
と
を 

證
明
す
る
こ 
'と
に
付
き
吾
人
は
如
何
に
無

a

の
勞
を
費 

.

せ
し
か
，
此
の
事
ま
の
合
理
巡
を
能
む
る
こ
と
；
^

如
何 

に
廣
き
條
H

t

及
ぶ
か
：ほ
英
國
の
實
例
以
て
能
く
之
を 

明
ル
.

に
玄
可
し
、
郎
も
英
闘
の
法
學
者

r

ヤ

n

ツ
ズ
ニ
一

/
;
>
.

ぽ

ダ

者
！..

仏
る
ド 
力

が

摩

命

は

法

の

標

準

世

の

低

S
逃
C

を
以
て
単
に
！
！
位i

滅

释

し

る

の

み 

:

1

. 

を
以V

計
量
す
る
I

^

K

O

然
ら
，
s

歷
史
S

法

に

I

.

之
を
以
て
爾
後
發
生
す
可I

I

‘場
t

—

_

_
I

-
:
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-

姆
す
.る
先
例
と
化
し
お'
。̂
乃

シr

ダ
.ラ
ッ
ク
ス
ト
ン」

:

筑
は
說
明
-
-
>ズ
‘日
.ズ
> 

民

間

终 

,奨
約
に
違
反
し
 

> 以
て
.命i

憲
；̂
を
俊
し
、
離
家.の
：某 

本
港
に
青
き
：て
逃G
し
お
；るi
き
は
V
:此
の
場
☆
君
主 

は
譲
位
し
お
る
も0
と

タ

料

、.：從
て
王
位1

®
 

i

な
；る
.可さ

*;iP

•の
な
6 j 

i

。--

、，‘.广
灘̂
^

^

账

の

《

の

法

律

上

'の

楚

從

城

單

に

例

外

的

の

場 

八
ロ
に
し

V

或
ほ
举
載
を
許
し
、
.

或
城
义
事
件
の
牲
質
上‘

.

爭
載
を
許
さ.
す

揚

合
.

に
於
は
事
實
を
法
靓
と
す
る' 

こ
と
，に
依.
つ.v̂

.

斯
か̂
ス
银
♦

ゆ
眼
點
を
謝
は
ん
と
す
る. 

r

め
倾
向
.

^

律
す
。；^
r

^

か
g

革
命
及
ぴ
l

^
法
の
侵
犯
は
常 

に
新
法
規
發
生
の
機
會
を
與
ふ
る
ダ
の
な
-C

N。

，併
し
乍 

.

ら
大
骚
揚
の
際
中
僅
か
にi

のT

部
分
の
み
摩
此
义 

は
全
く
被
毀
せ
ら
るV
M

と
を
®

。：
然.

.
p

法
規
の
大
部 

:

.
分
は
斯
れ
る
場
合
に
ダ
尙
は
其
の
作
用
を
妨
げ
ら
る 

:

取
な
，き
也0

文
！
^

の
發
達
し
お
る
社
會
に
於
て
は
，
部 

的
の
無
政
府
狀
態
を
现
出
す

る
？ -

と
ほ
實
際
に
有6

得

. 

I
,

ベ
、
か

ら

す

。

佛

蘭

W

に
.

於
て
.

は
法
の
繼
續
性
を
確
保t
 

:
雜 

鋒
.
，
.

る
が
，爲
め
に
各
正
統
及
ぴ
$
命
的
主
椎
者
に
共
通
す
る 

#

勝
を
：設
け
>

:

卽
も
I

主

j
r

皇
帝」

r

大
統
領
寧
は
一
に 

國
家
の
.

元
：
^

2

1

1な
る
名
目
の
下
に'
‘

一

括

せ

ら

れ

、
.此

の

元 

首

な

蟲

號
.

す
る
，̂
ひ
は
新
憲
法
の
规
定
上
の
相 

違
を
勿
输
別
と
しV

直

U

前
任
蒋
の
全
*
限
を
以
て
元 

首
.

の
地
位
.

に
就
く
ダ
の
と
ず
。'

0

 

0

國
f

法

e

 :

作
成 

,

，第
，

1
1

に
吾
人
の
當
に
解
決
す
冗
き

g
?

题

は

國

家

が

，其 

の
旗
域
内
に
成
立
ず
る
法
に
對
し
て
有
ず
る
地
位
如
何 

の
問
題
な
6

。
之
に
關
し
て
は
第
一
に
法
は
國
家
先 

.

ち
て
存
在
ず
る
や

.

否

や

の

古

き

問

題

，有

6

。
今
日
ダ
尙 

論
議
せ
ら
る
、
所
の
此
の
問
厥
は
内
部
に
暖
味
不
狐 

の
®

を
存
す
。.
殊
に
發
達
し
お
る
國
家g

念
を
g

明
の 

事
と
しV

前
提
に
置
ぺ
を
以
て
問
题
其
の.％
:

の
を
1

 

せ
し
む
。
盖
し
國
家
を
以
近
世
の
國
民
の
政
治
闕

H

 

i

同
，

j

視
す
る
：に
於
て
は
画
家
に
先
ち
て
法
の
蒋
在
し 

お
る
こ
と
は
雞
な
き
所
な

6

。
然
れ
と
％
國
家
を
動
的 

に
觀
察
し
、
或'
る
蹄
代
に
於
け
る
最
高
の
：統
治
閩
體
i

八I
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%

解

す

る

と

き

は

其

の

解

，咎

S

前

の

，
場

<
ロ

と

全

然

相

遮

す 

可
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法
は
專
ら
社.會

的

任

渡

を

学

ダ

の

に

し

て

：
、
，
從
て 

:

人
難
力
’共
肩
團
纖-
^

」
前
提
と
f

る
ダ
の
一
な
6

。,
孤
立
、
：
 ̂

る
人
類
よ'
^
發
せ
る
ま
然
法
ダ
亦
多
數
入
の
間
t

在
6
 

.

て
始
め’
て
發
鍾
す
るt

と
を
得
可
し
。

:

又
全
く
組
織
せ 

ら
‘れf

o

る
圆
體
ホ
歷
ま
的
に
か
存
在
せ

f
o

る
を
以V

法 

は

縱

如

何

に

粗

な

る

？
：
一.定
の
組
織
を
有
す
る
社
會 

.:
M
S

を
前
提
と
す
る
ダ
の
な
6

。
斯
く
の
愈
ム

g

織
せ 

:

ら4
4̂
,

る
'
社
會M

#

に
し
’て

更

に

な

る

闘

藤

，を
其 

の

上

灘

かf
o

る
も
の
は
國
ま
な'
^
ッ
此
S

こ
そ
政
治 

:

的
發
唐
の'银

な

る

辟

代

に

於

け’る
國
家
と
今0
 

;

の

發

建

る

主

揚

働

家

ど

に

共

風

ず

る

唯

一

の
將
徵
お 

"

,
,ホ
.な
れ
P

燃
；̂
斯
く
の
如
き
原
始
的
の
S

家
組
織.

S

曾 

'
て
存
在
せfti-Cv

し

？

J

と
な
ぐ
、
又
今
日fc
於
て
も
嚴？
. 

,
:
^
?
:
#
な
る
社
會
生
活
を
爲.せ

る

入

良

.の

間

に

存

す

る

听

： 

:

.で
6

。
一
人
類
共
f

活

の原
：！！； g

形
®
,
は

古

の

：例
 

.

.
に

乏

し

か

ら

す

と

雖

ダ

個

人

々

：̂

签

別

に

孤

立

し

て

符
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在
し
お
る
例
は
先
说
有A

の§

代
を
通
b

.て

之

を

読

明

す

る

能t
t

:

ざ

る

な'
^

。

上

述

の

，
意

義

U

於
て
法
は
管V

圓
家j

y^

先
ち
て
存
在
し
た
る
こ
と
な
し
ツ
斯
か
る
原
始

的
の
f

f

i

織
は
其
の
灾
化
の.
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